
00市告示第  号  

00市障害者移動支援事業実施要綱を次のように定める。  

平成 年 月 日  

00市長 00 00   

00市障害者移動支援事業実施要綱  

（目的）  

第1条 00市障害者移動支援事業実施要綱（以下「事業」という。）は、屋外   

での移動に困難がある障害者・児（以下「障害者等」という。）について、外   

出のための支援を行なうことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会   

参加を促すことを目的とする。   

（実施主体）  

第2条 この事業の実施主体は、00市とする。  

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行なうことができる   

と認める社会福祉法人等に委託することができる。   

（事業の内容）  

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。  

（1）個別移動支援  障害者等の外出における個別への移動支援  

（2） グループ移動支援 複数の障害者等からなるグループの外出におけ  

る集団への移動支援  

2 サービス提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限   

る。  

（対象者）  

第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものであって、   

市長が外出時に支援が必要と認めた者とする。   

（1） 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第4項の規定  

により身体障害者手帳の交付を受けている者   

（2） 療育手帳制度要綱（昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事  

務次官通知）に基づく療育手帳の交付を受けている者   

（3） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）  

第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている  

者   

（利用の申請）   



第5条 事業を利用しようとする者（以下「申請者」という。）は、移動支援事   

業利用登録申請書を市長に提出するものとする。   

（利用の承認決定等）  

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、   

利用の可否を決定したときは、移動支援事業利用承認・不承認決定通知書（以   

下「決定通知書」という。）により申請者に通知するとともに、承認をした障   

害者等を移動支援事業利用登録者名簿に登載するものとする。   

（利用登録の有効期限及び更新申請）  

第7条 前条の規定による承認決定の認定期間は、承認を行なった日から起算   

して、最初に到達する6月30日までとする。  

2 利用者が、認定期間満了後も引続き利用しようとするときは、認定期間満   

了日までの1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。   

（利用の変更及び廃止）  

第8条 利用者の保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、移動支援事業   

登録変更（廃止）届により、速やかに市長に届け出なければならない。   

（1） 利用者の住所等を変更した場合   

（2） 利用者の心身状況に大きな変化があった場合   

（3） 利用の中止をしようとする場合   

（利用の取消し）  

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規   

定による利用決定を取り消すことができる。   

（1） この事業の対象者でなくなった場合   

（2） 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合   

（3） その他市長が利用を不適当と認めた場合   

（利用の方法）  

第10条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に  

提示し、事業所に直接依頼するものとする。   

（利用料）  

第11条 利用者は、利用料として次の各号に掲げる金額を事業者に支払うもの   

とする。ただし、有料道路及び有料駐車場等を使用したときは、利用料と   

は別に当該実費を負担しなければならない。   

（1）個別移動支援にあっては、30分あたり○円   

（2）グループ移動支援にあっては、次に掲げる額とする。  

ア 1グループを構成する障害者等が3名以下の場合、1グループにつ  

き30分あたり○円  

イ 1グループを構成する障害者等が4名以上9孝．以下の場合、1グル  

ープにつき30分あたり○円   



ウ 1グループを構成する障害者等が10孝一以上の場合、1グループにつ  

き30分あたり○円   

（利用料の減免又は免除）  

第12条 市長は、利用者及びその属する世帯が次のいずれかに該当するときは、   

前条に規定する利用料を減免することができる。   

（1） 生活保護法（昭和24年法律第144号）に基づく生活扶助を受けてい  

る世帯にあっては、利用料の全額を免除する。   

（2） 世帯主及び世帯員の当該年度（4月から6月までの間の利用につい   

ては、前々年度とする。）の市民税が非課税である世帯にあっては、利用料   

の2分の1に相当する金額を減免する。   

（委託料）  

第13条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、次に掲げ   

る費用から第11条に規定する利用者負担金を差し引いた金額を事業者に対し   

て支払うものとする。   

（1） 個別移動支援にあっては、次に掲げる額とする。  

ア 身体介護を伴う移動支援の場合、30分あたり2，000円とする。  

イ 身体介護を伴わない移動支援の場合、30分あたり750円とする。   

（2） グループ移動支援にあっては、30分あたりサービス利用人員に250  

円を乗じた金額とサービス提供人員に500円乗じて得た金額の合算とす  

る。この算定におけるサービス提供人員は、サービス利用人員の数を限  

度とする。   

（3） 1回のサービス提供時間が3時間を越える場合には、前号に掲げる  

金額とは別に3時間を越えたときから30分につき700円を加算する。  

2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、市長に対し、当該月   

に係る委託料を一括して請求するものとする。  

3 市長は、前項の請求のあった目から30日以内に内容を確認のうえ委託料を   

支払うものとする。  

（遵守事項）  

第14条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所   

ごとに従業者の勤務の体制をさだめておかなければならない。  

3 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなけれ   

ばならない。  

4 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速   

やかに連絡を行なうとともに、必要な措置を講じなければならない。  

5 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を   

整備し、サービスを提供した目から5年間保存しなければならない。  

6 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘   



密を漏らしてはならない。  

（その他）  

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に閲し必要な事項は、市長   

が別に定める。  

附 則   

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。   



事例6－4  00市告示第  号  

00市日中一時支援事業実施要綱を次のように定める。  

平成 年 月 日  

00市長 00 00   

00市日中一時支援事業実施要綱  

（目的）  

第1条 00市日中一時支援事業（以下「事業」という。）は、障害者等を一時   

的に預かることにより、障害者等に日中活動の場を提供し、見守り及び社会   

に適応するための日常的な訓練等を行うことを目的とする。   

（実施主体）  

第2条 この事業の実施主体は、00市とする。  

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行なうことができる   

と認める社会福祉法人等に委託することができる。   

（対象者）  

第3条 この事業の対象者は、障害者であって、次の各号のいずれかに該当す   

るものとする。   

（1） 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第4項の規定  

により身体障害者手帳の交付を受けている者   

（2） 療育手帳制度要綱（昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事  

務次官通知）に基づく療育手帳の交付を受けている者  

（3）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）  

第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている  

者   

（利用の申請）  

第4条 事業を利用しようとする者（以下「申請者」という。）は、日中一時支   

援事業利用登録申請書を市長に提出するものとする。   

（利用の承認決定等）  

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、   

利用の可否を決定したときは、日中一時支援事業利用承認・不承認決定通知   

書（以下「決定通知書」という。）により申請者に通知するとともに、承認し   

た障害児を日中一時支援事業利用登録者名簿（以下「登録名簿」という。）に   

登載するものとする。   



（利用登録の有効期限及び更新申請）  

第6条 前条の規定による承認決定の認定期間は、承認を行なった日から起算   

して、最初に到達する6月30日までとする。ただし、承認決定を受けた障害   

児（以下「利用者」という。）が、承認を受けた目において18歳である者に   

ついては、当該年度の属する3月31日までとする。  

2 利用者が、認定期間満了後も引続き利用しようとするときは、認定期間満   

了日までの1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。   

（利用の変更及び廃止）  

第7条 利用者の保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、日中一時支援   

事業利用登録変更（廃止）届により、速やかに市長に届け出なければならな   

い。   

（1） 利用者の住所等を変更した場合   

（2） 利用者の心身状況に大きな変化があった場合   

（3） 利用の中止をしようとする場合   

（利用の取消し）  

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規   

定による利用決定を取り消すことができる。   

（1） この事業の対象者でなくなった場合   

（2） 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合   

（3） その他市長が利用を不適当と認めた場合   

（利用の方法）  

第9条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に   

提示し、事業所に直接依頼するものとする。   

（利用料）  

第10条 利用者は、利用料として次の各号に掲げる金額の合算をした額を事業   

者に支払うものとする。   

（1）基本料にあってはヾ■利用者1人につき4時間まで○円、4時間以上  

は○円とする。   

（2）送迎サービスを利用したときは、1回につき○円とする。   

（利用料の減免又は免除）  

第11条 市長は、利用者及びその属する世帯が次のいずれかに該当するときは、   

前条に規定する利用料を減免することができる。   

（1） 生活保護法（昭和24年法律第144号）に基づく生活扶助を受けてい  

る世帯にあっては、利用料の全額を免除する。   

（2） 世帯主及び世帯員の当該年度（4月から6月までの間の利用につい   

ては、前々年度とする。）の市民税が非課税である世帯にあっては、利用料   

の2分の1に相当する金額を減免する。   



（委託料）  

第12条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、次の各号   

に掲げる費用から00市障害者自立支援条例（平成18年00市条例第17号）   

第4条に規定する利用者負担金を差し引いた金額を事業者に対して支払うも   

のとする。   

（1） 基本事業にあっては、利用者1人に対して1日につき4時間まで  

2，000円、4時間以上は4，000円とする。   

（2） 送迎サービスを提供したときは、基本事業とは別に送迎1回につき  

540円を基本事業に加算するものする。  

2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、市長に対し、当該月   

に係る委託料を一括して請求するものとする。  

3 市長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を   

支払うものとする。  

（遵守事項）  

第13条 事業者は、受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について、利   

用者に対して事前説明を行わなければならない。  

2 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごと   

に従業者の勤務の体制をさだめておかなければならない。  

3 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなけれ   

ばならない。  

4 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速   

やかに連絡を行なうとともに、必要な措置を講じなければならない。  

5 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を   

整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。  

6 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘   

密を漏らしてはならない。  

（その他）  

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に閲し必要な事項は、市長   

が別に定める。  

附 則   

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。   



事例6－5  

相談支援事業委託契約書（案）   

00市（以下「甲」という。）と  （以下「乙」という。）とは、相  

談支援事業の実施について、次のとおり委託契約を締結する。   

（目的）  

第1条 甲は、00市地域生活支援事業実施要綱（平成18年00市告示第 号）第3条に   

規定する障害者の相談支援事業（以下「委託事業」という。）の実施を乙に委託し、乙は   

これを受託する。   

（委託業務）  

第2条 甲が乙に委託する業務は、次の各号に定めるものとする。乙はケアマネジメントの   

手法を使いこれに従事するものとする。   

（1） 障害者相談支援事業  

ア 福祉サービスの利用援助  

イ 社会資淑を活用するための支援  

り 社会生活力を高めるための支援  

エ ビアカウンセリング  

オ 権利の擁護のために必要な援助  

力 専門機関の紹介   

（2） 居住サポート事業  

ア 不動産業者に対する物件斡旋依頼及び家主等との入居契約手続き支援  

イ 生活上の課題への緊急時における相談支援及び関係機関の調整  

2 乙は、前項の業務を遂行するために、必要に応じて関係機関を集めた検討会を主催する   

ものとする。  

（実施体制）  

第3条 乙は、委託事業の実施にあたり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援   

専門員又は介護支援専門員のいずれか（以下「ソーシャルワーカr」という。）1名以上   

を配置しなければならない。ただし、委託事業の実施に支障のない範囲で指定相談支援事   

業者関係業務に従事することができる。  

2 乙は、甲に対し、配置したソーシャルワーカーの資格、経歴、兼務する業務の内容等に   

ついて報告しなければならない。  

3 乙は、ソーシャルワーカーが相談支援に専念できるよう勤務体制、職務環境、訪問手段   

等を整えなければならない。  

4 乙は、支援技術の向上を図るため、ソーシャルワーカーに必要な研修を実施しなければ   

ならない。  

5 乙は、特別な相談支援が必要なときは、ソーシャルワーカーに加えて、専門的な知識を   

有する者のうち特別な相談支援に対処できるものを従事させなければならない。  

6 乙は、委託事業を行う事務所を00市内の交通利便の整った場所に設置しなければなら   

ない。   



（委託期間）  

第4条 この契約の期間は、契約締結の日から平成19年3月31日までとする。   

（委託料）  

第5条 甲は下表により算定した額を委託料として乙に支払う。  

種別   金額   備考   

障害者相談支援事業及び居   消費税及び地方消費税を含   

住サポート事業分  円／年       む。  
（契約保証金）  

第6条 契約保証金は、これを免除する。   

（委託料の支払い）  

第7条 甲は、乙の請求に基づき、半年ごとにその2分の1ずつ支払う。ただし、年度中途   

の契約締結のときは、契約締結目の属する月分から月額相当額を支払う。  

2 前項の委託料の支払いにおいて、円未満の端数が生じたときは切捨てとする。   

（実績報告）  

第8条 乙は、委託事業が終了したときは、委託事業の成果を記載した実績報告書及び収支   

決算書を委託事業終了の日から起算して10日以内に甲に提Hしなければならない。  

2 乙は、初回調査を実施したときは、所定の調査書に調査内容を記載の上、速やかに甲に   

提出しなければならない。   

（遵守事項）  

第9条 乙は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。   

（1）秘密の保持 委託事業の実施によって知り得た事実を第三者に漏らしてはならな  

い。   

（2） 個人情報の保護 委託事業を実施するにあたっては、個人情報保護の重要性を認  

識し、個人の権利利益の保護に十分注意して実施するよう努めること。   

（3） 個人情報の収集制限 委託事業を行うため個人情報を収集するときは、委託事業  

の目的を達成するために必要な範囲内で行うこと。   

（4）個人情報の目的外使用の禁止 委託事業を実施するため収集又は作成した個人情  

報は、その目的以外に使用してはならない。   

（5）個人情報その他委託事業にかかる事故報告 個人情報について第三者への漏えい  

その他の事故が発生したときは速やかに甲に報告すること。  

2 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならな   

い。  

3 乙は、委託事業の全部若しくは一部を第三者に委託してはならない。   

（帳簿等）  

第10条 乙は、委託事業に係る経費について、必要な帳簿を備え、収入支出の額を記載し、   

金銭の出納を明らかにしておかなければならない。  

2 乙は、前項に関する帳簿及び書類等は委託事業終了の日から5年間保存するものとする。   



（経理）  

第11条 乙は、委託事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分しておかなけれ   

ばならない。  

（損害賠償責任）  

第12条 乙は、委託事業の実施に関し、その責に帰する理由により、甲又は第三者に損害   

を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。  

（実地調査等）  

第13条 乙は、甲から委託事業の実施に関し報告を求められたときは、速やかに甲に報告   

しなければならない。  

2 甲は、必要があると認めるときは、乙の帳簿又は書類その他の記録及び委託事業の状況   

について実地に調査できる。  

（改善の指示等）  

第14条 甲は、委託事業の実施について改善する必要を認めたときは、その改善事項を乙   

に指示することができる。   

（契約の解除）  

第15条 甲は、乙が次のいずれかに該当するときは、契約を解除し、乙に対して委託料の   

全部若しくは一部の返還を命ずることができる。  

（1） 指定相談支援事業者でなくなったとき  

（2） この契約の条項に違反したとき  

（3） この事業を遂行することが困難であると認めたとき  

（4） 重大な過失又は背信行為があったとき  

（契約外事項の協議）  

第16条 この契約に定めのない事項及び委託事業実施上疑義を生じた事項に関しては、必   

要の都度甲、乙協議して定める。   

この契約の証として、本書を2適作成し、甲乙記名押印の上各自1通を所有するもーのとす  

る。  

平成18年10月1日  

甲 兵庫県00市氷上町成松宇甲賀1番地  

00市長  00 00  

乙   



事例6－6  

移動介護事業委託契約書   

00市（以下「甲」という。）と  （以下「乙」という。）とは、移動介護事  

業の実施について、次のとおり委託契約を締結する。   

（委託事業）  

第1条 甲は00市地域生活支援事業実施要綱（平成18年00市告示第○号。以下「実施   

要綱」という。）第3条に規定する移動支援事業のうち移動介護事業（以下「委託事業」   

という。）の実施を乙に委託し、乙はこれを受託する。   

（実施体制）  

第2条 乙は、委託事業の実施にあたり、介護福祉士、ホームヘルパー、ガイドヘルパー（指   

定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの（平成18年3月31日厚   

生労働省告示第209号）に規定する研修の「外出介護従業者養成研修課程」を修了した者）   

等の適切に委託事業に従事できる人員（以下「従事者」という。）を配置しなければなら   

ない。ただし、委託事業の実施に支障のない範囲で他の職務に従事することができる。  

2 乙は、支援技術の向上を図るため、従事者に必要な研修を実施しなければならない。  

3 従業者は委託事業に従事するたびに、従事した内容を乙に報告しなければならない。   

（委託期間）  

第3条 この契約の期間は、契約締結の日から平成19年3月31日までとする。   

（委託料）  

第4条 甲は下表により算定した額を委託料として乙に支払う。  

種別   単位   算出方法  備考   

グループ  1グループあたりの  利用人員×250円＋従事者×500円   消費税及び地方消   

支 援 型  30分単価  費税を含む。  

グループ支援型に  個別支援型  身体介護を伴う利用者  2，000円  ただし、3時間以上  
への30分単価  連続の提供となる場  

合、3時間を経過し  
身体介護を伴わない利  

たときから30分ごと  

用者への30分単価   
に700円を加算する。   

（契約保証金）  

第5条 契約保証金は、これを免除する。   

（委託料の支払い）  

第6条 乙は、第4条により算定した委託料から、実施要綱に定める利用料を差引いた額を   

甲に請求する。  

2 甲は、乙の請求に基づき、毎月精算払いする。  

3 前項の委託料の支払いにおいて、円未満の端数が生じたときは切捨てとする。   

（実績報告）  

第7条 乙は、委託事業が終了したときは、委託事業の成果を記載した実績報告書及び収支   

決算書を委託事業終了の目から起算して10日以内に甲に提出しなければならない。   



（遵守事項）  

第8条 乙は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。  

（1）秘密の保持 委託事業の実施によって知り得た事実を第三者に漏らしてはならな  

い。  

（2）個人情報の保護 委託事業を実施するにあたっては、個人情報保護の重要性を認  

識し、個人の権利利益の保護に十分注意して実施するよう努めること。  

（3）個人情報の収集制限 委託事業を行うため個人情報を収集するときは、委託事業  

の目的を達成するために必要な範囲内で行うこと。  

（4）個人情報の目的外使用の禁止 委託事業を実施するため収集又は作成した個人情  

報は、その目的以外に使用してはならない。  

（5）個人情報その他委託事業にかかる事故報告 個人情報について第三者への漏えい  

その他の事故が発生したときは速やかに甲に報告すること。  

2 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならな   

い。  

3 乙は、委託事業の全部若しくは一部を第三者に委託してはならない。   

（帳簿等）  

第8条 乙は、委託事業に係る経費について、必要な帳簿を備え、収入支出の額を記載し、   

金銭の出納を明らかにしておかなければならない。  

2 乙は、前項に関する帳簿及び書類等は委託事業終了の目から5年間保存するものとする。  

（経理）  

第9条 乙は、委託事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分しておかなければ   

ならない。  

（損害賠償責任）  

第10条 乙は、委託事業の実施に関し、その責に帰する理由により、甲又は第三者に損害   

を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。  

（実地調査等）  

第11条 乙は、甲から委託事業の実施に関し報告を求められたときは、速やかに甲に報告   

しなければならない。  

2 甲は、必要があると認めるときは、乙の帳簿又は書類その他の記録及び委託事業の状況   

について実地に調査できる。   

（改善の指示等）  

第12条 甲は、委託事業の実施について改善する必要を認めたときは、その改善事項を乙   

に指示することができる。   

（契約の解除）  

第13条 甲は、乙が次のいずれかに該当するときは、契約を解除し、乙に対して委託料の   

全部若しくは一部の変換を命ずることができる。   

（1） この契約の条項に違反したとき   

（2） この事業を遂行することが困難であると認めたとき   



（契約外事項の協議）  

第14条 この契約に定めのない事項及び委託事業実施上疑義を生じた事項に関しては、必   

要の都度甲、乙協議して定める。   

この契約の証として、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上各自1通を所有するものとす  

る。  

平成18年10月1日  

甲 00県00市00町00番地  

00市長  00 00  

乙   



事例6－7  

日中一時支援事業委託契約書   

00市（以下「甲」という。）と  （以下「乙」という。）とは、日中一  

時支援事業の実施について、次のとおり委託契約を締結する。   

（事業の委託）  

第1条 甲は00市地域生活支援事業実施要綱（平成18年00市告示第 号。以下「実施   

要綱」という。）第3条に規定する日中一時支援事業（以下「委託事業」という。）の実施   

を乙に委託し、乙はこれを受託する。   

（実施体制）  

第2条 乙は、委託事業の実施にあたり、委託事業を適正に運営できるよう指導員1孝■以上   

を配置しなければならない。ただし、委託事業の実施に支障のない範囲で他の職務に従事   

することができる。  

2 乙は、支援技術の向上を図るため、指導員に必要な研修を実施しなければならない。  

3 乙は、指定障害福祉サービス事業に併設する（併設型）若しくは空き店舗等を利用する   

（単独型）など、利用環境を創意工夫しかつ安全に配慮された提供体制を整えなければな   

らない。  

4 乙は、委託事業を利用する障害者の年齢、障害特性又は利用目的を考慮し、必要に応じ   

て提供場所を細別する等の処置をとらなければならない。   

（委託期間）  

第3条 この契約の期間は、契約締結の日から平成19年3月31日までとする。   

（委託料）  

第4条 甲は、利用者ごとに下表により算定した額を委託料として乙に支払う。  

種別  金額   備考   

基本事業   
利用時間が4時間以上  一人につき4，000円／回  消費税及び地方消費  

税を含む。   利用時間が4時間未満  一人につき1，500円／回   

入浴費用加算  500円／回   

送迎費用加算  270円／回   

2 甲は、運営種別又は利用者の障害程度等に応じて、下表に掲げるところにより前項の委   

託料を増額する。  

増額要件   算出基準   備考   

医療処置の必要な利用者が利用した場合  基本事業×3／2   増額は基本事業にか  

乙が単独型で事業実施した場合   基本事業×5／4  かる費用に限る。  

（契約保証金）  

第5条 契約保証金は、これを免除する。   

（委託料の支払い）  

第6条 乙は、第4条第1項及び第2項により算定した委託料から、実施要綱に定める利用   

料を差引いた額を甲に請求する。  

2 甲は、乙の請求に基づき、毎月精算払いする。  

3 前項の委託料の支払いにおいて、円未満の端数が生じたときは切捨てとする。   



（実績報告）  

第7条 乙は、委託事業が終了したときは、委託事業の成果を記載した実績報告書及び収支   

決算書を委託事業終了の目から起算して10日以内に甲に提出しなければならない。   

（遵守事項）  

第8条 乙は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。  

（1）秘密の保持 委託事業の実施によって知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。  

（2） 個人情報の保護 委託事業を実施するにあたっては、個人情報保護の重要性を認識  

し、個人の権利利益の保護に十分注意して実施するよう努めること。  

（3） 個人情報の収集制限 委託事業を行うため個人情報を収集するときは、委託事業の  

目的を達成するために必要な範囲内で行うこと。  

（4）個人情報の目的外使用の禁止 委託事業を実施するため収集又は作成した個人情報  

は、その目的以外に使用してはならない。  

（5）個人情報その他委託事業にかかる事故報告 個人情報について第三者への漏えいそ  

の他の事故が発生したときは速やかに甲に報告すること。  

2 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならな   

い。  

3 乙は、委託事業の全部若しくは 一部を第三者に委託してはならない。   

（帳簿等）  

第8条 乙は、委託事業に係る経費について、必要な帳簿を備え、収入支出の額を記載し、   

金銭の出納を明らかにしておかなければならない。  

2 乙は、前項に関する帳簿及び書類等は委託事業終了の日から5年間保存するものとする。   

（経理）  

第9条 乙は、委託事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分しておかなければ   

ならない。   

（損害賠償責任）  

第10条 乙は、委託事業の実施に関し、その責に帰する理由により、甲又は第三者に損害   

を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。   

（実地調査等）  

第11条 乙は、甲から委託事業の実施に関し報告を求められたときは、速やかに甲た報告   

しなければならない。  

2 甲は、必要があると認めるときは、乙の帳簿又は書類その他の記録及び委託事業の状況   

について実地に調査できる。   

（改善の指示等）  

第12条 甲は、委託事業の実施について改善する必要を認めたときは、その改善事項を乙   

に指示することができる。   

（契約の解除）  

第13条 甲は、乙が次のいずれかに該当するときは、契約を解除し、乙に対して委託料の   

全部若しくは一部の変換を命ずることができる。  

（1） この契約の条項に違反したとき  

（2） この事業を遂行することが困難であると認めたとき   



（契約外事項の協議）  

第14条 この契約に定めのない事項及び委託事業実施上疑義を生じた事項に関しては、必   

要の都度甲、乙協議して定める。  

この契約の証として、本書を2適作成し、甲乙記名押印の上各自1通を所有するものとす  

る。  

平成18年10月1日  

甲 00県00市00町00番地  
00市長  00 00  

乙   



事例6－8  
00市生活支援詳  

●● 芦ロ1、生霊≧．；血色㌢子沌 宗  

00県  

［障害福祉課］  

地域生活文壇事業補助金  
00県相談支援事業  

［生活支援課］ 相談支援機能強化事業（補助金）  

障害者相談支援事業（地方交付税槽眉）  

［ひかみ障害者・児生活支援センター】  

事業内容：相訳文援機陀強化事業による人月配置  
所在任所：00市00町  
従事職種：社会相祉土  
従事人数：1名  
従事内容二市町村相談支援事業委託事業所のみで解決できない  
困難ケースへの対応および指導、助育  

配置の確保  

プライマリー相談の委託  

［地域療育笥支援手業所］  
所在住所：00市00町  
従事職種：コーディネーター  

従事人数：1名  

従事内容：肪間・外来・施設支援などによる療育訓  

練の提供  

書
門
的
な
支
援
 
 

［◎◎◎］  

開始年月：平成18年10月  
所在任所：  

従事職種：社会福祉士  
従事人数：1名  
従事内容：身体障害・知的障害・精神障  
害のある方へのプライマリーな相談支援  
主たる障害種別：知的障害  

［ロロロ］  

開始年月：平成19年4月  
所在住所：  

従事職種：精神保健福祉士  
従事人数：1名  
従事内容：身体障害・知的障害・精神障  
害のある方へのプライマリーな相散文壌  
主たる障害種別：精神障害  

［＊＊＊］  

開始年度：  

所在住所：  

従事職種：  

従事人数二  
従事内容：  

主たる障害種別  

［発達障害者支援センター］  
所在住所：00市00町  
従事職種：コーディネーター・臨床心理士  

従事人数：2名  

従事内容：発達障音者支援法に基づく専門的な相  

蔽・療育支援  

書門性が高く中立  

［◇◇◇］  

事業所指定  

指定相談支援事業所  
00県の指定を受け、サ‾ビス利用計画作成費を支給される0   



00市における地域活動支援センター整備圃（稟）   




